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要
な
見
直

し
を
行
っ

た
う
え
で
、

二
十
一
年

度
中
に
策

定
し
ま
し

た
。
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評
価
委
員
会
で
は
、
二
十
六
年
度
目

標
に
対
す
る
二
十
二
年
度
実
績
を
、
Ａ
・

Ｂ
・
Ｃ
の
三
段
階
で
評
価
し
ま
し
た
。

　

評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
事

業
の
推
進
に
反
映
し
て
い
き
ま
す
。
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■
急
速
な
少
子
化
の
進
行
と
、
子
育
て

家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対

応
し
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も

が
健
や
か
に
生
ま
れ
・
育
成
さ
れ
る

社
会
づ
く
り
に
向
け
て
、
市
町
村
で

は
行
動
計
画
の
策
定
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

■
こ
の
計
画
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら

二
十
六
年
度
ま
で
の
十
年
間
の
う
ち

前
期
五
年
・
後
期
五
年
に
分
け
て
策

定
し
、
後
期
計
画
は
前
期
計
画
の
必
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�����
　目標を達成したもの、事業内容や制度が拡大したもの、数値的な成果として
　伸びがあり前進があったと認められるもの
�����
　事業内容に変化がなく維持継続して行ったもの、過去から実施していて状況が
　変わらないもの
�����
　目標が達成できなかったもの、事業内容や制度が後退したもの

�文化財防火デーの制定は、昭和24年１月26日に、現存す
る最古の木造建造物である法隆寺（奈良県斑鳩町）の金堂
が炎上し、壁画が焼損したことを契機とし
て昭和30年に定められました。
　消防本部では、毎年この日を中心に文化
財所有者の協力を得て、消防訓練を実施し
文化財防火運動を展開しています。
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労
働
力
率
と
は
、十
五
歳

以
上
人
口
に
占
め
る
労
働
力

人
口（
就
業
者
＋
完
全
失
業

者
）の
割
合
で
、十
五
歳
以
上

の
就
業
意
思
の
あ
る
人
が
ど

れ
く
ら
い
い
る
か
を
示
し
ま

す
。

　

こ
れ
を
年
齢
階
層
別
（
五

歳
階
級
）
で
み
る
と
、
男
性

の
労
働
力
率
は
台
形
状
で
、

ど
の
年
齢
層
で
も
女
性
よ
り

も
高
く
、
特
に
二
十
歳
代
後
半
か
ら
五
十
歳
代
後

半
ま
で
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
女
性
の
労
働
力
率
は
二
十
歳
代

後
半
と
四
十
歳
代
後
半
に
二
つ
の
頂
点
を
も
ち
、

三
十
歳
代
に
谷
と
な
る
形
状
で
、
こ
れ
が
Ｍ
字

カ
ー
ブ
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

三
十
歳
代
で
、
結
婚
・
出
産
な
ど
の
た
め
谷
に

な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
の
施
行
前
、
昭
和
六
十
年
と
比
べ
る
と
、
そ
の

Ｍ
字
の
谷
は
浅
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

女
性
の
労
働
力
率
が
増
加
す
る
一
方
で
、
仕
事

と
家
事
や
育
児
の
バ
ラ
ン
ス
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
）
は
進
ん
だ
と
は
言
い
難
い
状
況
で
す
。

　

働
き
方
の
多
様
化
が
進
み
、
出
産
・
育
児
へ
の

支
援
や
工
夫
が
多
く
な
れ
ば
、
就
労
機
会
が
増
え
、

Ｍ
字
カ
ー
ブ
の
底
は
さ
ら
に
浅
く
な
り
、
ま
た
仕

事
と
家
事
や
育
児
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
が
進
む
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。　
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�����　学校の放課後、保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校低学年の
児童を対象に、遊びを通じて生活指導その他児童の健全育成を図
ることを目的とする放課後児童健全育成事業です。遊びを通じて
スポーツ・文化・レクリエーション等の諸活動を行い、集団による余
暇指導を行います。

������市内在住の新１年生および新２年生・新３年生で、家庭に保護者が
就労等で昼間不在となる児童

�����　�������	
��
　　　　　　①留守家庭児童会入会申請書（児童１人に１通）②在職証明書等　

　（児童の保育に当たれない証明）③延長保育を希望する場合は、　
　留守家庭児童会延長保育利用希望調査票　

�� � �　月～金曜日・月額8,000円/月～土曜日・月額9,600円/延長保育・3,000
円加算（延長保育の開級は、利用希望者の該当者数で決定します）/
〈おやつ・教材費〉月額2,000円/〈災害保険代〉年額500円

　　　　　　※同一世帯の平成22年度市民税所得割額の合計が12万円以下の世
　帯は、減額免除の対象となります。

����������������
　　　　　　①育成料減額申請書②平成23年の市民税課税証明書（平成23年１月
　　　　　　　１日に在住していた市町村で発行したもの）。
■����　２月１日～15日〈消印有効〉までに、郵送または次の窓口へ。
　　　　　　各小学校の留守家庭児童会（月～金曜日・午後０時15分～４時45分）
　　　　　　／スポーツ・青少年課（月～土曜日・午前９時～午後５時）
　　　　　　※受け付け終了時点で各学級定員を超えた場合は、抽選します。
　　　　　　※定数に余裕のある学級は、年度途中での申請を受け付けます。
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　児童・生徒が、国立・県立・私立の小・中学校へ入学する場合は、事前に届け出が
必要です。入学許可証を持って、教育委員会管理課（市役所北館４階）へ手続きに
お越しください。
　特別支援学校へ入学するかたは、入学許可証は不要ですが、印鑑を持参の上、
手続きをお願いします。

　外国籍の児童・生徒が、市立の小・中学校への入学（新１年生
を含む）を希望する場合には、事前に届け出が必要です。
　外国人登録証明書と印鑑を持参の上、教育委員会管理課（市
役所北館４階）へ手続きにお越しください。
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申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

い
ず
れ
も
市
内
在
住
で
、国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
か
た
は
保
険
医
療
助
成
課
保
険
担

当
で
、後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
か
た

は
同
課
医
療
助
成
担
当
で
受
け
付
け
ま
す
。

　
　

申
請
に
は
、被
保
険
者
証
・
印
鑑
・
振
込
先
口
座

を
確
認
で
き
る
も
の（
通
帳
等
）が
必
要
で
す
。

　

※
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
変
更
が
あ
っ
た

　

か
た
は
以
前
の
保
険
で
の「
自
己
負
担
額
証
明

　

書
」も
必
要
で
す
。

　

※
振
込
先
口
座
が
被
保
険
者
名
義
以
外
の
場
合

　

は
委
任
状
ま
た
は
受
領
申
立
書
等
が
必
要
な

　

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

健
康
保
険
が
異
な
る
と
き
は
、別
世
帯
と
な
り

　

合
算
で
き
ま
せ
ん
。

※
医
療
か
介
護
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
負
担
し
か

　

な
い
場
合
は
、該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。
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申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
し
、案

　

内
通
知
に
同
封
し
て
い
る
返
信
用
封
筒
に
入

　

れ
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
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こ
の
制
度
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
か
た

は
、基
準
日（
平
成
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日
）

時
点
で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
の
窓
口
で

分
が
高
額
介
護（
予
防
）サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、医
療
と
介
護
の
両
方
が

重
な
っ
た
場
合
、世
帯
の
負
担
は
大
き
く
な
る
こ

と
か
ら
、こ
れ
を
緩
和
す
る
目
的
で
平
成
二
十
年

四
月
に
制
度
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
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一
年
間（
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
二
十

三
年
七
月
三
十
一
日
、以
下「
計
算
期
間
」と
い

う
）の
医
療
と
介
護
の
自
己
負
担
の
合
算
額
が
算

定
基
準
額
を
超
え
た
場
合
、超
え
た
部
分
を
支
給

し
ま
す（
表
１
）。な
お
、高
額
療
養
費
や
高
額
介

護（
予
防
）サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
が
あ
る
場
合
は
、

そ
の
支
給
額
を
控
除
し
て
合
算
し
ま
す
。
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基
準
日（
計
算
期
間
の
末
日
、通
常
七
月
三
十

一
日
）時
点
で
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
世
帯

単
位
で
、計
算
期
間
中
に
、医
療
と
介
護
の
両
方

を
負
担
し
た
場
合
に
合
算
し
ま
す
。

※
入
院
の
際
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど

　

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
住
民
票
上
で
同
じ
世
帯
で
も
、加
入
し
て
い
る

　

対
象
と
な
る
世
帯
で
、国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
の
か
た
に
は
保
険
医

療
助
成
課
保
険
担
当
か
ら
、後
期
高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
の
か
た
に
は
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
一
月
中
旬
頃
に
案
内
通
知
を
送
付
し

ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
平
成
二
十
二
年
八
月
か
ら
二
十
三
年

七
月
の
間
に
加
入
し
て
い
る
医
療
保

険
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
な
ど
、お

知
ら
せ
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
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医
療
保
険
で
は
医
療
費
の
自
己
負
担

額
に
つ
い
て
、一
カ
月
ご
と
の「
自
己
負

担
限
度
額
」が
設
け
ら
れ
て
お
り
、自
己

負
担
額
が
こ
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、

超
え
た
部
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。ま
た
、介
護
保
険
で
も
同

様
に
、介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担

額
に
つ
い
て
、一
カ
月
ご
と
の
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、超
え
た
部
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　国民年金保険料の納め忘れがあると、「老齢基礎年金」の年金額が少なくなったり、
もしものときの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられなくなったりする場
合があります。口座振替にすると、保険料の納め忘れがなく、手間や時間も省けます。
また、毎月納付で翌月振替にされた場合、割引きはありませんが、前納（１年分前納
または６カ月分前納）や毎月納付でも、当月振替にすると割引きがあり、現金で納め
るよりお得です。
■����　預（貯）金通帳・その届け出印・年金手帳（または国民年金保険料納付案
　　　　　　内書）を持って、金融機関・郵便局または年金事務所で、２月中にお
　　　　　　申し込みください。
※１年分または６カ月分前納は、３月中に年金事務所で処理する必要があります。
������下表は平成23年度の場合です。平成24年度は変更となります。

�������������������

口座振替も現金も、割引きは
ありません

����
例・４月分保険料は５月末日�����

月50円の割引き（現金の場合、
割引きはありません）

����
例・４月分保険料は４月末日

�����
������

１年で、3,780円の割引き　
現金の場合、3,200円の割引き

����
（４月～翌年３月分保険料）�����

６カ月で、1,020円の割引き　

現金の場合、730円の割引き

����
（４月～９月分保険料）
�����
（10月～翌年３月分保険料）
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���　２月11日（土）①午前９時45分
～11時45分②午後１時15分～３時15分
���　市民センター別館 料理室　�
��　小学生（保護者同伴可）・各コー
ス20人　���　クッキーとデコおに

ぎり作り　���　
500円　�����　
はがきかファクスに住
所・氏名・学年・電話番
号・希望のコースを記
入し、１月30日（月）まで
に下記へ
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���　２月６
　日（月）午後１
　時30分～３時
����市民セ
　ンター 401室　
���　「源氏　
　 物語」の本文
���　先着100人
����神戸松
　蔭女子学院大
　学教授・片岡利博氏
�����　直接会場へ

�������	�

����　１月29日（日）午後２時30分～４時
����　保健福祉センター エントランスホール　
����　音の宝石箱～天空にきらめく星のように
　　　　　ピアノソロ珠玉の逸品～　
����　ピアノ独奏・金澤佳代子氏　
����　メンデルスゾーン「春の歌」/ドボルザーク
　　　　　「ユーモレスク」/ショパン「華麗なる円舞曲
　　　　　第２番」「ピアノ協奏曲１番」「英雄ポロ
　　　　　ネーズ」/リスト「ウィーンの夜会」「愛の
　　　　　夢」「ラ・カンパネラ」
　※お車でのご来場は、ご遠慮ください
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�����　阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）地区計画の変更・
　　　　　　都市計画南芦屋浜地区地区計画（芦屋市決定）原案

�����　１月17日～31日まで　
　　　　　　 <平日の執務時間内>
�����　都市計画課
　　　　　　（市役所北館３階）
�� � �　
　土地に関する利害関係者は、縦覧
期間中、南芦屋浜地区地区計画（芦屋
市決定）原案について、芦屋市長宛に
意見書を縦覧場所へ提出することが
できます。
※意見書は、個人情報以外は都市計
　画審議会資料として公表されます。
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　市（水道部・芦屋病院含む）が発注する競争入札に参加するためには、あらかじめ
登録が必要です。登録の受け付けは、２年に１回です。
　※年度途中の新規登録は行いません。
������　������２月９日〈平日・執務時間内〉まで
������������１月10日～２月９日＜必着＞
　※物件等（印刷・役務提供含む）、測量・建設コンサルタント
　　等の受け付けは終了しました。
�����　申請書は郵送でのみ受け付けます。
　※契約検査課窓口（執務時間中）または、市ホームページから申請書を入手し、
　　上記へ郵送で提出してください。詳細は、市ホームページをご参照ください。
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